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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を備えた第一の筐体と、
　前記第一の筐体とスライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する
携帯端末装置において、
　前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材と、
　前記第一の筐体又は前記第二の筐体の温度を検出する温度検出部と、
　前記第一の筐体と前記第二の筐体の開閉動作を制御する開閉動作制御手段と、を備え、
　前記放熱部材は、前記第一の筐体の表示部の裏側に配置され、前記第一の筐体及び前記
第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積が変化し、
　前記第一の筐体と前記第二の筐体とが閉じた状態にある場合において、前記温度検出部
により検出された温度が一定以上となったときは、前記開閉動作制御手段は、前記第一の
筐体と前記第二の筐体とを開くように制御することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　請求項１記載の携帯端末装置において、
　画像情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された画像情報を再生し、前記表示部に表示するよう制御する制御部
と、を備えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
　請求項１記載の携帯端末装置において、
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　ＴＶ放送を受信するＴＶ放送受信部と、
　前記ＴＶ放送受信部により受信したＴＶ放送の画像情報を前記表示部に表示するよう制
御する制御部と、を備えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の携帯端末装置において、
　前記第一の筐体と前記第二の筐体とを開くときは、前記表示部に前記第一の筐体と前記
第二の筐体とを開く旨のメッセージを表示することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
　表示部を備えた第一の筐体と、
　前記第一の筐体とスライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する
携帯端末装置において、
　前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材と、
　前記第一の筐体又は前記第二の筐体の温度を検出する温度検出部と、を備え、
　前記放熱部材は、前記第一の筐体の表示部の裏側に配置され、前記第一の筐体及び前記
第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積が変化し、
　前記温度検出部により検出された温度が一定以上となったときは、実行中の処理を停止
することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項６】
　表示部を備えた第一の筐体と、
　前記第一の筐体とスライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する
携帯端末装置において、
　前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材と、
　画像情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された画像情報を再生し、前記表示部に表示するよう制御する制御部
と、を備え
　前記放熱部材は、前記第一の筐体の表示部の裏側に配置され、前記第一の筐体及び前記
第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積が変化し、
　前記制御部は、前記第一の筐体と前記第二の筐体とが閉じた状態にある場合には、前記
画像情報を再生しないことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
　表示部を備えた第一の筐体と、
　前記第一の筐体とスライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する
携帯端末装置において、
　前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材と、
　ＴＶ放送を受信するＴＶ放送受信部と、
　前記ＴＶ放送受信部により受信したＴＶ放送の画像情報を前記表示部に表示するよう制
御する制御部と、を備え
　前記放熱部材は、前記第一の筐体の表示部の裏側に配置され、前記第一の筐体及び前記
第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積が変化し、
　前記制御部は、前記第一の筐体と前記第二の筐体とが閉じた状態にある場合には、前記
画像情報を表示しないことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項８】
　請求項６又は７記載の携帯端末装置において、
　前記画像情報を再生しないとき又は前記画像情報を表示しないときは、前記画像情報を
再生しない旨又は前記画像情報を表示しない旨を前記表示部に表示することを特徴とする
携帯端末装置。
【請求項９】
　表示部を備えた第一の筐体と、
　前記第一の筐体とスライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する
携帯端末装置において、
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　前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材を備え、
　前記放熱部材は、前記第一の筐体の表示部の裏側に配置され、前記第一の筐体及び前記
第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積が変化し、
　前記第一の筐体と前記第二の筐体のスライド動作に連動して、実行可能な機能が変わる
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１０】
　表示部を備えた第一の筐体と、
　前記第一の筐体とスライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する
携帯端末装置において、
　前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材を備え、
　前記放熱部材は、前記第一の筐体の表示部の裏側に配置され、前記第一の筐体及び前記
第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積が変化し、
　前記第一の筐体と前記第二の筐体とを閉じた状態では、電話、メール、ウェブの機能の
一部が制限されることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれかに記載の放熱部材は、前記第一の筐体と前記第二の筐体
とを閉じた状態では内部に格納され、前記第一の筐体と前記第二の筐体とを開いた状態で
は外部に露出することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１２】
　請求項３に記載の携帯端末装置において、
　前記温度検出部により検出された温度が一定値を超えた場合に、前記制御部は、前記温
度が一定値以下である場合に比べて低いコマ数で、前記画像情報を再生するように制御す
ることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１３】
　請求項３に記載の携帯端末装置において、
　前記温度検出部により検出された温度が一定値を超えた場合に、前記制御部は、前記温
度が一定値以下である場合に比べて小さいサイズで、前記画像情報を出力するように制御
することを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１４】
　前記表示部は、前記第１の筐体と第２の筐体が閉じた状態にある場合においても外部に
露出する位置に配置されていることを特徴とする請求項２ないし４のいずれかに記載の携
帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯端末装置の放熱構造として、電子部品から発生する熱を熱伝導率の良い部材
で伝導し、外部に設けた放熱板で放熱させる携帯型通信端末が提案されていた（例えば、
特許文献１第３頁、第２図参照）。
【０００３】
　また、筐体の一部をスライド移動可能とし、内部の放熱板を外部に露出することにより
放熱を図る携帯型電子機器が提案されていた（例えば、特許文献２第３～４頁、第３図参
照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２３０５７８号公報
【０００５】
【特許文献２】特開２００２－２７１０４９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１記載の発明においては、外部の突起部に放熱板が露出し
ているため収納性が悪く、カバンやポケットにしまう際に不便である。また、場合によっ
てはデザイン性を損なう可能性がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２記載の発明においては、筐体の一部を開閉して筐体内部の放熱板
を露出させる構造であるため、外部に露出できる面積が相対的に小さく放熱効果も限られ
ている。また、通常の使用動作（画面の開閉動作等）と連動してスライド動作が行われな
いため、ユーザは通常の使用動作に加え、内部の放熱板を外部に露出させるためのスライ
ド動作を別途行わなければならず、動作が煩雑である。さらに、本特許文献においては、
表示部を備えた筐体と入力部を備えた筐体とを折畳式で係合した携帯型電子機器が記載さ
れているのみであり、表示部を備えた筐体と入力部を備えた筐体とをスライド式で係合し
たものについては記載されていない。そのため、両筐体を開いた状態で使用することを前
提としており、閉じたまま使用することで熱が蓄積してしまうという問題については記載
されていない。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記課題を解決し、熱の蓄積を低減できる携帯端末装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は、表示部を備えた第一の筐体と、前記第一の筐体と
スライド可能に構成された、入力部を備えた第二の筐体と、を有する携帯端末装置におい
て、前記第一の筐体又は第二の筐体で発生した熱を放熱する放熱部材を備え、前記放熱部
材は、前記第一の筐体及び前記第二の筐体のスライド動作に連動して外部に露出する面積
が変化することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、熱の蓄積を低減できる携帯端末装置の提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施例を、図を用いて説明する。本発明は、携帯端末装置全般、例えば携帯電
話、ＰＨＳ、ＰＤＡ、ノート型ＰＣ、携帯型ＴＶ、携帯型映像記録装置・再生装置等に適
用可能であるが、ここでは携帯電話を例として説明する。
【実施例１】
【００１２】
　本発明の第１実施例を図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１は、携帯電話の構成を示すブロック図である。同図において、１はアンテナ、２は
無線回路、３は符号復号処理回路、４はマイク、５はレシーバ、６は表示装置、７はキー
、８はＣＰＵバス、９はベースバンドＣＰＵ、１０はメモリ、１１はスピーカ、１２はア
プリケーションCPU、１３は温度検出回路、１４は開閉検出回路、１５はバッテリー、１
６は電源回路、１７はＴＶ放送受信アンテナ、１８は開閉動作制御部、１９はＴＶ放送受
信部（チューナー）、１００は下側基板、２００は上側基板である。上側基板２００は図
２に示すスライド式携帯電話の上側筐体、下側基板１００は下側筐体にそれぞれ搭載され
ている。
【００１４】
　以下、各部の動作を説明する。
  アンテナ１は、空中を伝送されてきた電波を受信し、高周波電気信号に変換し、無線回
路２に入力する。また、無線回路２から出力された高周波電気信号を電波に変換して発信
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する。
【００１５】
　無線回路２は、ベースバンドＣＰＵ９の指示に基づき、アンテナ1で受信した高周波電
気信号を復調し、符号復号処理回路３に入力する。また、符号復号処理回路３の出力信号
に変調処理を施し、高周波電気信号に変換してアンテナ1に出力する。
【００１６】
　符号復号処理回路３は、ベースバンドＣＰＵ９の制御に従って無線回路２の出力信号に
復号処理を施し、通話用音声信号をレシーバ５に出力し、文字や画像データをベースバン
ドＣＰＵ９に出力する。また、マイク４から入力された音声、またはユーザが入力部とし
てのキー７を操作して編集した文字や画像データに符号化処理を施す。
【００１７】
　ベースバンドＣＰＵ９は、通話・通信全般の処理を行う。例えば、ＣＰＵバス８を介し
てメモリ１０からプログラムを取得し、符号復号処理回路３、無線回路２及びアンテナ1
を制御して着信待ちを行う。着信があった場合はスピーカー１１からアラーム等の着信音
またはメロディを発してユーザに着信があったことを通知すると共に、発信元の電話番号
または電子メールアドレス等をＣＰＵバス８を介して表示装置６に表示する。また、アン
テナ１から受信した圧縮された画像情報や音声情報をＣＰＵバス８を介してアプリケーシ
ョンＣＰＵ１２に出力する。
【００１８】
　アプリケーションＣＰＵ１２は、画像情報、音声情報等の処理を行う。例えば、ベース
バンドＣＰＵ９から出力された画像情報、音声情報等に伸張処理を施し、画像情報を表示
装置６に出力して表示を行い、音声情報をベースバンドＣＰＵ９に戻し、スピーカ１１で
再生する。また、ＴＶ放送受信部１９から入力されたテレビ信号に画像情報と、音声情報
の分離処理を施し、画像情報を表示装置６に出力して表示を行い、音声情報をベースバン
ドＣＰＵ９に戻し、スピーカ１１で再生する。
【００１９】
　このように、アプリケーションＣＰＵ１２で圧縮された映像及び、音声情報の伸張処理
を行うことにより、ベースバンドＣＰＵ９の処理負荷を低減し、より高精細で高画質な画
像表示と、高音質な音声情報の再生が可能となる。
【００２０】
　表示装置６は、ベースバンドＣＰＵ９、アプリケーションＣＰＵ１２から出力されたデ
ータを表示する。図１ではベースバンドＣＰＵ９のＣＰＵバス８と、アプリケーションＣ
ＰＵ１２のバスの２つの入力を備えたものを使用しているが、これを１つの入力にしても
良い。即ち、アプリケーションＣＰＵ１２がＣＰＵバス８を内部をスルーさせる機能を備
えていれば、アプリケーションＣＰＵ１２のバスの必要をなくし、ＣＰＵバス８に一本化
することも可能である。これにより、回路の小型化、低消費電力化等を図ることが可能と
なる。
【００２１】
　温度検出回路１３は、サーミスタ、熱伝対等で構成され、アプリケーションＣＰＵ１２
近傍の温度を検出し、逐次ベースバンドＣＰＵ９に報告する。
【００２２】
　開閉検出回路１４は、スライド式携帯のセット（上側筐体及び下側筐体）の開閉を機械
式又はマグネット式のスイッチで検出し、セットの開閉状態をベースバンドＣＰＵ１２に
通知する。
【００２３】
　バッテリー１５は、リチウムイオン又はニッケル水素等の充電可能な二次電池で構成さ
れ、携帯電話を構成する各部品が動作するための電力を供給する。
【００２４】
　電源回路１６は、バッテリー１５から供給された電力を基に各部品が必要とする電圧を
生成して供給する。また、バッテリー１５の残量が少なくなった場合には、家庭用コンセ
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ント、カーバッテリー等から供給された電力によってバッテリー１５の充電を行う。
【００２５】
　ＴＶ放送受信部１９はＴＶ放送受信アンテナ１７によって受信したテレビ放送電波から
所望の周波数帯、すなわち、チャンネルの電波を抽出し、デジタル信号に変換してアプリ
ケーションＣＰＵ１２に入力する。
【００２６】
　受信するＴＶ放送はアナログ放送、デジタル放送のいずれでも構わない。
【００２７】
　開閉動作制御部１８は、上側筐体２０１と下側筐体１０１の開閉動作を制御する。例え
ば、上側筐体２０１と下側筐体１０１が閉じた状態にある場合に、ベースバンドＣＰＵ９
からセットを開くように指示が出された場合には、上側筐体２０１と下側筐体１０１とを
開くように制御する。
【００２８】
　図２は、本発明に係る携帯電話の概観図を示しており、図１と同一部分には同一符号を
付し、重複する説明は省略する。
【００２９】
　図２（ａ）はセットを閉じた状態を示しており、２０１は上側筐体、１０１は下側筐体
、７１は上方向キー、７２は決定キー、７３は下方向キーである。本発明による携帯電話
は、セットを閉じた状態でも表示装置６が操作者に見えるように上側筐体２０１の外側に
配置されている。また、同一面にキー７１～７３が配置されており、セットを閉じた状態
でも通話機能（例えば、着信時に応答して通話を行う）、通信機能（例えば、アドレス帳
に登録している電話番号へ発信する、ＷＥＢページを閲覧する、メールを受信する）、そ
の他の使用頻度の高い主要な機能（例えば、メモリ１０に記録したデータの閲覧）が実施
できるように構成されている。
【００３０】
　図２（ｂ）はセットを開いた状態を示しており、下側筐体１０１を矢印方向に引き出す
ことによりセットが開かれる。セットを開くことにより上側筐体により隠されたキー７が
操作者側に露出して操作可能な状態となり、セットを閉じた状態よりもより詳細な操作（
例えば、メールの作成等）を行うことが可能となる。
【００３１】
　なお、セットを閉じた状態とは上側筐体２０１と下側筐体１０１を閉じた状態、具体的
には図２（ａ）に示すように、上側筐体２０１と下側筐体１０１とをスライドさせること
により、両筐体がほぼ全面にわたり重なり合うような場合や、下側筐体１０１のキーが上
側筐体２０１に隠される場合や、セットの全長が短くなるように上側筐体と下側筐体をス
ライドさせた場合等をいう。また、セットを開いた状態とは、上側筐体２０１と下側筐体
１０１を開いた状態、具体的には図２（ｂ）に示すように、上側筐体２０１と下側筐体１
０１とをスライドさせることにより、両筐体の一部のみが重なり合うようにした場合や、
下部筐体１０１のキーが露出するようにした場合や、セットの全長が長くなるようにスラ
イドさせた場合等をいう。
【００３２】
　図３は、本発明に係る携帯電話の断面図を示している。具体的には、図３（ａ）は図２
（ａ）の（Ａ）－（Ａ'）間の断面図、図３（ｂ）は図２（ｂ）の（Ｂ）－（Ｂ'）間の断
面図を示している。これらの図を用いて内部の機械的構成について説明する。上述した図
面と同一部分には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【００３３】
　図３（ａ）は、セットを閉じた状態の断面図を示している。２０２は上側放熱板、１０
２は下側放熱板である。これらは金属（例えば、アルミニウム等）、カーボン、プラスチ
ック等の熱伝導率の高い材質で形成されており、内部の熱を外部に効率的に放熱できるよ
うに構成されている。
【００３４】
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　図３（ａ）においては、上側筐体２０１の中央部に上側基板２００を配置している。こ
の上側基板２００の上側に筐体２０１から露出するよう表示装置６を配置し、その隣にレ
シーバ１１を配置している。また、上側基板２００の下側にアプリケーションＣＰＵ１２
とそのパッケージを配置し、これに上側放熱板２０２を密着させ、アプリケーションＣＰ
Ｕ１２から発生した熱を上側放熱板２０２に放熱させる構成としている。
【００３５】
　アプリケーションＣＰＵ１２と上側放熱板２０２を密着させているのは、アプリケーシ
ョンＣＰＵ１２が画像情報や音声情報の記録処理・再生処理（例えばＭＰＥＧ、ＪＰＥＧ
、ＭＰ３ファイルの圧縮処理・伸長処理）を行うため演算量が多く、より多くのＣＰＵパ
ワーを必要とするからである。その他、アプリケーションＣＰＵ１２が行う処理としては
、画像情報の処理の一例として、受信したＴＶ放送の動画の記録処理・再生処理、ＴＶ電
話時に受信した動画の記録処理・再生処理、内蔵カメラ（図示せず）で撮影した動画・静
止画の記録処理・再生処理、メモリ１０に記録した動画・静止画の再生処理、ゲームプレ
イ時の再生処理等が挙げられる。また、音声情報の処理の一例として、受信したＴＶ放送
の音声の記録処理・再生処理、ＴＶ電話時に受信した音声の記録処理・再生処理、メモリ
１０に記録した音声の再生処理等が挙げられる。これらは演算量が多く、いずれも多くの
ＣＰＵパワーを必要とするものである。
【００３６】
　即ち、ＣＰＵパワーを向上させるためにはＣＰＵの動作周波数を高速化する必要がある
が、その副産物としてＣＰＵが発熱する。発熱量が小さかったり、発熱時間が短時間であ
れば特に問題は無いが、大量の発熱が長時間連続して発生した場合にはセットに実装され
た部品の許容動作温度範囲を超えてしまう恐れがある。特に、スライド式携帯電話の場合
には、折畳式携帯電話と異なり、セットを閉じたまま表示画面（メイン画面）でＴＶ放送
を視聴したり、動画を再生させたりすることが可能であり、内部で発生した熱が外部に放
出されにくいという問題がある。従って、長時間にわたってＴＶ放送を視聴するような場
合には、アプリケーションＣＰＵ１２で発生した熱が内部に蓄積して過熱するおそれがあ
る。
【００３７】
　そのため、アプリケーションＣＰＵ１２に上側放熱板２０２を密着させることにより、
アプリケーションＣＰＵ１２で発生した熱を上側放熱板２０２で吸収するとともに、上側
放熱板２０２が外部に露出した部分から放熱することが可能となる。これにより、アプリ
ケーションＣＰＵ１２で発生した熱を分散させて局部的な温度上昇を防止し、過熱を防ぐ
ことが可能となる。
【００３８】
　また、上側放熱板２０２で吸収された熱は、上側放熱板２０２に接合する下側放熱板１
０２にも伝導、吸収され、下側放熱板１０２が外部に露出した部分からも放熱することが
可能となる。これにより、熱をさらに分散させて局部的な温度上昇を防止し、過熱を防ぐ
ことが可能となる。
【００３９】
　なお、温度検出回路１３はアプリケーションＣＰＵ１２の近傍に配置するのが好ましい
。これにより、発熱源であるアプリケーションＣＰＵ１２の温度を正確に検出できるよう
になる。また、温度検出回路１３を複数配置しても構わない。これにより、より正確に温
度を検出できるようになる。
【００４０】
　なお、アプリケーションＣＰＵ１２は、上側筐体２０１側に配置するのが好ましい。ユ
ーザが本実施例の携帯電話を使用するときは下側筐体１０１側を持つことになるため、発
生した熱がユーザに不快感を与える可能性があるからである。また、下側筐体１０１には
バッテリー１５、電源回路１６等が配置されており、発熱による劣化を防ぐため、アプリ
ケーションＣＰＵ１２をこれらから離れた位置に配置するのが好ましいからである。
【００４１】



(8) JP 4363205 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

　図３（ｂ）は、セットを開いた状態の断面図を示している。即ち、下側筐体１０１をセ
ット下方向にスライドさせ、セットを開いた状態の断面図を示している。セットを開いた
場合には、上側放熱板２０２が外部に露出する面が広がるため、セットを閉じた場合に比
べてさらに放熱効果を高めることができ、より効率良く放熱を行うことができるようにな
る。また、上側放熱板２０２と下側放熱板１０２はセットを開いた状態であっても、一部
が接合しているため、下側筐体側１０１側にも引き続いて放熱が可能である。
【００４２】
　このように、上側筐体２０１と下側筐体１０１とをスライドさせることで、上側筐体と
下側筐体のスライド動作に連動して放熱部材の外部に露出する面積が変化するように構成
される。放熱部材は、図３（ａ）に示すように、上側筐体２０１と下側筐体１０１とを閉
じた状態では内部（内側）に格納され、上側筐体２０１と下側筐体１０１とを開いた状態
では外部に露出する。
【００４３】
　なお、放熱部材を配置する場所としては、上側筐体２０１の表示装置６の裏側が好まし
い。閉じた状態では内部に格納されている一方で、開いた状態では外部に露出して放熱効
果を高めることが可能であるため、必要に応じて放熱させることができるからである。ま
た、ユーザが最も手に触れにくい場所であるため、熱による不快感をユーザに与える可能
性を低減することが可能である。さらに、下部筐体１０１に配置されたバッテリー１５、
電源回路１６等から離れた個所に配置することにより、これらの劣化を防止することが可
能となる。
【００４４】
　図４は、図３（ｂ）における（ｃ）－（ｃ'）間の断面図を示している。図４に示すよ
うに、上側放熱板２０２及び下側放熱板１０２の係合部はレール形状となっている。これ
は、上側筐体２０１と下側筐体１０１とをスライド可能に係合する係合部の役割を果たす
とともに、外部に露出する表面積を広げた放熱機構の役割を果たすものである。これによ
り、スライド機構と放熱機構の両方の機構１つの構造で実現可能とし、装置小型化、軽量
化を図ることができるようになる。また、複数のレール形状を設けることで筐体接合部の
機械的強度を高めることができるようになる。さらに、外部に露出する表面積を広げ、放
熱効率のさらなる向上を図ることもできるようになる。また、ここでは放熱板そのものを
係合部とする例を示したが、放熱板とは別に、上側筐体２０１と下側筐体１０１とをスラ
イド可能に係合する係合部を有する構造としても良い。
【００４５】
　図５は、アプリケーションＣＰＵ１２と上側放熱板２０２の接合部断面の拡大図を示し
ている。同図においては、アプリケーションＣＰＵ１２に搭載されたメモリチップ１２１
、ＣＰＵチップ１２２が断面図で示されている。
【００４６】
　同図に示されているように、アプリケーションＣＰＵ１２にはメモリチップ１２１とＣ
ＰＵチップ１２２とがスタックされているが、スタック順は、発熱量が少ないメモリチッ
プ１２１よりも発熱量が多いＣＰＵチップ１２２を上側放熱板２０２側に配置するように
する。これにより、ＣＰＵチップ１２２で発生した熱を上側放熱板２０２側に効率良く伝
導させることができるようになる。
【００４７】
　また、アプリケーションＣＰＵ１２のパッケージと上側放熱板２０２との隙間を伝熱部
材１２３で塞ぐことにより、さらなる放熱の効率向上を図ることが可能となる。
【００４８】
　なお、ここでは１つのメモリチップでアプリケーションＣＰＵ１２のプログラム格納の
ためのメモリと、プログラム実行時のワークメモリを兼用する構成を示しているが、それ
ぞれ専用のメモリチップを設けても良く、プログラム格納のためのメモリはフラッシュメ
モリ等の不揮発性メモリを使用しても良い。
【００４９】
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　また、上側放熱板２０２の山の部分、すなわち、操作者が直接手で触れる可能性がある
部分にメッシュ等の熱を伝え難い部材を設けても良い。メッシュは網の目状の構造である
ため、ユーザが直接放熱板に触れることを防止するとともに、網の目の部分から放熱させ
ることができる。これにより、ユーザの熱による不快感の低減、安全性の向上という効果
と、放熱性の維持という効果を両立させることができるようになる。
【００５０】
　また、ここでは本実施例ではアプリケーションＣＰＵ１２に放熱板を設ける場合の例に
ついて述べているが、これ以外の発熱する部品に設けても良い。例えば、アプリケーショ
ンＣＰＵ１２を使用せず、ベースバンドＣＰＵ９で動画処理を行う機種ではベースバンド
ＣＰＵ９に放熱板を設けても良い。即ち、２つのＣＰＵ（ベースバンドＣＰＵ９、アプリ
ケーションＣＰＵ１２）を有する携帯電話だけでなく、１つのＣＰＵのみを有する携帯電
話にも適用可能である。
【００５１】
　以上により、携帯端末装置のＣＰＵの放熱効率を向上可能となり、長時間に及ぶＣＰＵ
の高速動作を可能にし、高精細で高品位な動画像表示が可能となる。
【実施例２】
【００５２】
　次に、本発明に係る携帯電話の動作を図２、図６及び図７を使用して説明する。本実施
例では、温度検出回路１３が一定以上の温度を検出したり、負荷の重い処理を一定時間以
上実行したときに、セットを開いて熱が内部に蓄積しないように制御する動作を説明する
。
【００５３】
　図６及び図７は表示装置６の表示例を示している。具体的には、図６はアプリケーショ
ンＣＰＵ１２の負荷が軽い電話発信処理の表示例であり、図７は負荷が重い動画再生時の
表示例である。
【００５４】
　まず、アプリケーションＣＰＵ１２の負荷が軽い電話発信処理の動作を図６を用いて説
明する。図６はセットを図２（ａ）に示すように閉じた状態で、あらかじめ、携帯電話内
部のアドレス帳に登録されたアドレスに電話発信する場合例である。図６（ａ）の壁紙表
示状態で、決定キー７２を押下すると図６（ｂ）の操作メニュー画面に移行する。図６（
ｂ）において、上か順に「アドレス帳」，「エンターテイメント」，「設定」の３つのメ
ニューが選択可能であり、初期状態では「アドレス帳」が選択されており、これを操作者
に知らせるために文字の背景にハッチングを施したり、背景色を変えて表示する。
【００５５】
　この状態で下方向キー７３を１回押下すると１行下の「エンターテイメント」が選択さ
れ、これを操作者に知らせるために「エンターテイメント」の行の背景にハッチングを移
動させる。上方向キー７１を押下した場合は上記と逆方向に動作する。ここでは図６（ａ
）に示すように「アドレス帳」が選択された状態で、決定キー７２を押下した場合につい
て説明する。この操作によって図６（ｃ）に示すアドレス選択画面に移行する。
【００５６】
　アドレス選択画面には予め登録された「日立太郎」と「日立花子」の２つのアドレスが
表示される。第１行目の「日立太郎」が初期状態で選択されている。下方向キー７３を押
下することにより、第２行目の「日立花子」を選択することも可能である。ここでは初期
状態の「日立太郎」が選択された状態で決定キー７２を押下することにより図６（ｄ）の
通信モード選択画面に移行する。
【００５７】
　この画面では「発信」と「メール作成」のメニューが表示され、初期状態で「発信」が
選択されている。下方向キー７３を押下することにより、「メール作成」を選択すること
も可能である。ここでは初期状態の「発信」が選択された状態で決定キー７２を押下する
ことにより「日立太郎」への電話発信が行われ、相手先が電話を取った時点で通話モード
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に移行する。通話中は図６（ｅ）のように通話中である旨を画面に表示させている。
【００５８】
　以上の電話発信処理の例では、ベースバンドＣＰＵ９が処理を行い、アプリケーション
ＣＰＵ１２はほとんど処理を行う必要がない。また、電話発信処理は演算量が少ないため
発熱量は少ないため、発熱による温度上昇も少ない。従って、セットを開いて上側放熱板
２０２を外部に露出させる必要性は低く、図２（ａ）に示すようにセットを閉じたままで
一連の操作を可能とする。この際、アプリケーションＣＰＵ１２を動作させる必要はない
ため、その動作を停止させても良い。これにより、アプリケーションＣＰＵ１２を低消費
電力モードに設定し、省電力化を図ることが可能となる。この場合の表示装置６への表示
はベースバンドＣＰＵ９からＣＰＵバス８を介して直接行っても良い。また、アプリケー
ションＣＰＵ１２が低消費電力モード時にＣＰＵバス８のインターフェースと表示装置６
とのインターフェースを内部で接続する機能を備えている場合にはベースバンドＣＰＵ９
がアプリケーションＣＰＵの内部をスルーして表示装置６への表示を行っても良い。これ
により、さらに省電力化を図ることが可能となる。
【００５９】
　次に、アプリケーションＣＰＵ１２の負荷が重いＴＶ視聴時の動作を図７を用いて説明
する。図７（ａ）の壁紙表示状態で、決定キー７２を押下すると図７（ｂ）の操作メニュ
ー画面に移行する。図７（ｂ）において、画面上か順に「アドレス帳」，「エンターテイ
メント」，「設定」の３つのメニューが選択可能であり、初期状態では「アドレス帳」が
選択されている。この状態で下方向キー７３を１回押下し、１行下の「エンターテイメン
ト」を選択した状態で決定キー７２を押下する。この操作によって図７（ｃ）に示すジャ
ンル選択画面に移行する。
【００６０】
　ジャンル選択画面には「フォト」、「ムービー」、「ミュージック」、「ＴＶ視聴」の
４つのジャンルが表示される。第１行目の「フォト」が初期状態では選択されているため
、下方向キー７３を押下し、「ＴＶ視聴」を選択した状態で決定キー７２を押下すること
により図７（ｄ）のコンテンツ選択画面に移行する。
【００６１】
　この画面では「１ＣＨ：ポチのダンス」、「３ＣＨ：ミャーオの綱渡り」「４ＣＨ：本
日のニュース」、「６ＣＨ：サッカー中継」のように、チャンネル名と番組名が表示され
る。ここで初期状態の「１ＣＨ：ポチのダンス」を選択した状態で決定キー７２を押下す
ることにより図７（ｅ）に示すようにＴＶ視聴が開始される。ＴＶ視聴時間が短時間の場
合には、発熱量も少なくセットを閉じたままでも問題無いが、長時間、例えば３０分以上
視聴したような場合はセットを開いて上側放熱板２０２を露出させることにより放熱効果
を高めた方が好ましい。そこで、アプリケーションＣＰＵ１２の近傍に配置した温度検出
回路１３が一定値以上の温度を検出した場合には、「セットを開いて下さい。」とのメッ
セージを表示させ、操作者に対し、セットを開くよう呼びかける。表示はベースバンドＣ
ＰＵ９から直接表示装置６に行っても良く、また、アプリケーションＣＰＵ１２から直接
表示装置に指示しても良い。さらに、アプリケーションＣＰＵ１２の内部をスルーして行
っても良い。また、表示画面にメッセージを表示させるだけでなく、スピーカ１１から音
声を再生したり、アラームを再生したり、また振動により警告しても良い。これにより、
ユーザに対してより確実に警告を出すことができるようになる。ここで、「一定値以上の
温度」とは、ユーザが不快感を感じ始める温度や、アプリケーションＣＰＵ１２やベース
バンドＣＰＵ９の動作に影響を与える可能性のある温度としても良い。例えば、５０℃、
６０℃、７０℃、８０℃、９０℃等、あるいはこれらの中間値等、様々な温度に設定する
ことが可能である。
【００６２】
　また、操作者が警告を一定時間無視してセットを開かなかった場合は、図７（ｇ）に示
すように「強制終了します。」とのメッセージを表示した後、ＴＶ放送の受信を停止した
り、表示部への表示を停止するようにしても良い。
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【００６３】
　この際には、まず強制終了する旨の警告を出した後、一定時間内にセットが開かれなか
った場合に強制終了するようにするのが好ましい。例えば「強制終了まであと○秒です。
」とのメッセージを表示してカウントダウンを行うようにしてもよい。これにより、ＴＶ
視聴が突然できなくなるという事態を防ぐことが可能となり、ユーザの不快感を低減でき
るようになる。また、この際「セットを開いてください。」とのメッセージを再度表示し
、改めてユーザに対してセットを開くよう促すようにしても良い。これにより、セットを
開いてＴＶ視聴が継続できるようにユーザに促すことが可能となる。
【００６４】
　これら一連の警告の後、ユーザがセットを開いた場合には、警告の表示を消すとともに
、ＴＶ視聴を継続可能とする。また、ユーザがセットを開かない場合には、一連の警告の
後、「過熱防止のためセットを開きます。」とのメッセージを表示して強制的にセットを
開くように動作させても良い。この場合には、ベースバンドＣＰＵ９又はアプリケーショ
ンＣＰＵ１２からセットを開く旨の信号を出力し、この信号を受信した開閉動作制御部１
８が、上側筐体２０１と下側筐体１０１とを開くように動作する。具体的には、開閉動作
制御部１８が、上側筐体と下側筐体とをスライドさせて開くように動作する。例えば、閉
じている状態において両筐体を閉じた状態に繋ぎ止めるよう係留する機構がある場合には
、これを解除して両筐体を開くようにする。また、両筐体に対して機械的に外力を加える
機構がある場合には、これを動作させて両筐体が開くに方向に外力を加えるものとする。
これにより、ユーザが特別の操作をすることなくセットを開くことが可能になり、利便性
が向上する。また、警告が出された際にユーザがたまたま携帯電話から離れていたような
場合でも自働的にセットが開かれ、ＴＶ視聴が停止されてユーザに不快感を与えることも
なくなる。
【００６５】
　なお、ここでは温度検出回路１３の出力がある一定値を超えたら警告を表示する例につ
いて述べたが、図７（ｃ）で「ＴＶ視聴」や「ムービー」を選択した時点でセットを開く
ように警告を表示しても良い。これにより、ＣＰＵの負荷が大きく発熱量が大きい処理を
行う場合には、ユーザにセットを開くように促して予め放熱効果を高めておくことが可能
となる。また、セットを閉じた状態では「ＴＶ視聴」や「ムービー」を選択できないよう
にしたり、動画コンテンツを再生できないようにソフトウェア的な制限をかけても良い。
即ち、セットの開閉によって実行できるアプリケーションのジャンルを制限する。これに
より、より確実に熱の蓄積を防止することが可能となる。また、温度検出回路１３を搭載
しない場合でも、熱の蓄積を防止することができるため、装置小型化、コスト低減の面で
も有利である。
【００６６】
　また、ＴＶ視聴を開始してから一定時間を経過したときには熱が蓄積されていると予想
して上記一連の警告を出したり、セット開閉機構を動作させて自働的にセットを開くよう
にしても良い。これにより、一定温度に達する前に予めセットを開き、より確実に熱の蓄
積を防止することが可能となる。さらに、ユーザが視聴しているＴＶ番組の放送時間が一
定時間以上であるときや、ユーザが再生している動画データの再生時間が一定時間以上で
あるときは、熱が蓄積されると予想して上記一連の警告を出したり、セット開閉機構を動
作させて自働的にセットを開くようにしても良い。これにより、より確実に熱の蓄積を防
止することが可能となる。また、温度検出回路１３を搭載しない場合でも熱の蓄積を防止
することができるため、装置小型化、コスト低減の面でも有利である。なお、ＴＶ番組の
放送時間のデータは、ＥＰＧ等により番組データをダウンロードすることにより取得する
ことができる。また、デジタル放送の場合に放送データに含まれる放送時間のデータによ
り取得することができる。
【００６７】
　なお、ここでは温度検出回路１３の出力及び、開閉検出回路１４の出力を主としてベー
スバンドＣＰＵ９で検出する例について述べているが、アプリケーションＣＰＵ１２で検



(12) JP 4363205 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

出しても良い。
【実施例３】
【００６８】
　次に、本発明による携帯電話の第３の実施例について説明する。
【００６９】
　上述の実施例ではセットの開閉によって実行できるアプリケーションのジャンルを制限
する例を示したが、本実施例はアプリケーションＣＰＵ１２の動作周波数を制限する。こ
こでは、扱う画像サイズを小さくすることによりアプリケーションＣＰＵ１２の動作周波
数を制限する場合の例について説明する。
【００７０】
　図８は、セットを閉じた状態で動画を再生する場合の表示装置６での画面表示例である
。図８においては、動画ファイルとして保存した「ポチのダンス」「ミャーオの綱渡り」
を再生する場合を示している。図８（ａ）から（ｃ）までは上述した実施例とほぼ同様で
あるが、図８（ｃ）で「ムービー」を選択した点が異なっている。図８（ｄ）において、
「ポチのダンス」の画像サイズは横２４０画素、縦３２０画素，「ミャーオの綱渡り」は
横１２０画素、縦１６０画素である。ベースバンドＣＰＵ９は開閉検出回路１４の出力に
よりセットの開閉状態を判定し、アプリケーションＣＰＵ１２に通知する。アプリケーシ
ョンＣＰＵ１２は自ら動作周波数を低く設定し、かつ、画像サイズが大きい「ポチのダン
ス」を再生禁止に設定する。また、アプリケーションＣＰＵ１２はこの状態を操作者の知
らせるため、図８（ｄ）に示すように「ポチのダンス」の文字を取り消し線と共に表示す
る。従って、操作者が選択できるのは「ミャーオの綱渡り」のみとなり、これを選択する
ことにより、図８（ｆ）に示すように横１２０画素、縦１６０画素の小さなコンテンツの
みが再生可能である。即ち、制限されたアプリケーションＣＰＵ１２の動作周波数で再生
可能なコンテンツのみが可能となり、ＣＰＵ負荷の大きなコンテンツは再生できなくなる
。これにより、内部の熱の蓄積を防止することが可能となる。
【００７１】
　なお、ここでは取り消し線により「ポチのダンス」を再生できない旨を表示した例を示
したが、表示はこれに限られない。例えば、「ポチのダンス」を再生リストから外して非
表示にしたり、文字色を変え又は薄くして選択できないように表示したりすることも可能
である。
【００７２】
　また、アプリケーションＣＰＵ１２の動作周波数を制限した場合にコンテンツの画像サ
イズを制限する場合の例について説明したが、これに限られるものでなく、例えば、毎秒
３０コマのコンテンツを毎秒１５コマに低減して再生させるなど、コンンツの１秒間あた
りのコマ数を少なくしても良い。
【００７３】
　一方、セットを開いた状態では、画像サイズ、コンテンツのコマ数・フレーム数に関わ
らずこれらの動作を可能とするようにする。即ち、セットの開閉状態に応じて実行可能な
動作を切り替えたり、動作を制限したりすることが可能になる。これにより、セットが開
いた状態では放熱効果が大きいため動作を制限しない一方、セットが閉じた状態ではセッ
トが閉じた状態では放熱効果が小さいため動作を制限することにより過熱を防止すること
が可能となる。
【００７４】
　以上より、本発明によれば、熱の蓄積を低減できる携帯端末装置の提供が可能となる。
【００７５】
　なお、以上はスライド式携帯電話を例として説明したが、本発明は、折畳式、ストレー
ト型、リボルバータイプ等の様々な形態の携帯電話に適用することが可能である。また、
上述の通り、携帯電話以外の様々な機器にも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
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【図１】本発明の第1の実施形態にかかる通信端末装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態にかかる端末装置の外観図である。
【図３】本発明の第１の実施形態にかかる端末装置の断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態にかかる端末装置の断面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態にかかる端末装置のアプリケーションＣＰＵ周辺の断面
図である。
【図６】本発明の第２の実施形態にかかる表示装置での表示例を示す図である。
【図７】本発明の第３の実施形態にかかる表示装置での表示例を示す図である。
【図８】本発明の第３の実施形態にかかる表示装置での表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１…アンテナ、２…無線回路、３…符号復号処理回路、４…マイク、５…レシーバ、６
…表示装置、７…キー、８…ＣＰＵバス、９…ベースバンドＣＰＵ、１０…メモリ、１１
…スピーカ、１２アプリケーションＣＰＵ、１３…温度検出回路、１４…開閉検出回路、
１５…バッテリー、１６…電源回路、１７…ＴＶ放送受信アンテナ、１８…開閉動作制御
部、１９…ＴＶ方送受信部、１００…下側基板、２００…上側基板、１０１…下側筐体、
２０１…上側筐体、７１…上方向キー、７２…決定キー、７３…下方向キー、１０２…下
側放熱板、２０２…上側放熱板、１２１…メモリチップ、１２２…CPUチップ、１２３…
伝熱部材。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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